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4.1．あとがき（次年度以降の取り組みに向けて） 

今回とりまとめられた提言書は、普天間公園（仮称）に関して過年度の調査検討も踏まえて

ゆるがない方針を示したものである。一方、具体的な配置や形態については、跡地利用全体の

計画と並行して検討していく必要があり、今後取り組んでいくべき課題である。また制度面で

は、沖縄 21 世紀ビジョンで国営公園としての整備が位置づけられているものの、国営公園に

向けた内容についての本格的な検討や協議はこれからである。 

■普天間飛行場跡地利用計画（素案）への反映 

懇談会においてとりまとめた『普天間公園（仮称）への提言書』は、跡地利用計画策定有識

者会議、跡地利用計画策定全体会議に対して提言を行うことになる。 

今後策定が予定される「普天間飛行場跡地利用計画(素案)」に本提言の趣旨が十分に反映さ

れることを期待する。 

本提言は普天間公園(仮称)そのもののあり方はもちろんのこと、ネットワーク型の緑地のあ

り方、ランドスケープイニシアティブというまちづくりを先導する緑のあり方をも提案してい

る。公園という限定された空間にとどまらず、まちづくり全体で緑の展開を図っていくことが

必要である。その際には、当地の原風景や基盤的な環境調査等を踏まえた上で、地下水の保全

や脆弱な空間の開発コントロールを行うべき場所及び手法の具体化検討もあわせて必要とな

る。 

また計画検討を進める一方で、県内外に向けた跡地利用情報の発信を積極的に行っていく必

要がある。普天間公園(仮称)は跡地利用のシンボルとなるべき存在であり、県民や地権者らが

期待を託せる空間として、周知を図っていく。 

■公園計画の具体化に向けた検討の継続 

跡地利用計画が進捗した折には、普天間公園(仮称)の具体内容の計画を進めることも必要と

なる。提言にあるような、これからの時代にふさわしい新たな公園緑地、世界の人々を惹きつ

ける魅力的な公園緑地の創造、環境との調和などの課題への取り組みが求められる。 

あるべき普天間公園(仮称)を実現するためには、空間計画の検討とともに、制度上の位置づ

けや新たなマネジメント体制の構築などソフト面の計画検討を進めていくことも重要であり、

関係機関との協力により積極的に取り組む。 

■国営の大規模公園への道筋の検討 

国営公園としての整備、あるいは都市公園法に基づかない国家プロジェクトとしての公園整

備の実現に向けては、可能性のある手法の検討、必要とされる条件についての検討、国家プロ

ジェクトであるべき意義の整理などが必要である。そのために早々に行うべきこととして、同

様な課題を有する他府県の取り組み事例の調査・分析が挙げられる。また既存の国営公園の経

緯や現状、運営課題を把握し、普天間公園（仮称）の将来像の構築に資することが求められる。 
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